
企業版ふるさと納税による寄附を募集しています企業版ふるさと納税による寄附を募集しています

▶寄附を行うことができる企業
　町内に本社が所在しない企業
▶寄附を募集している事業
　『利根町まち・ひと・しごと創生推進計画』に位置付ける
事業（詳細については、町公式ホームページをご覧ください）

▶寄附金額など
　企業版ふるさと納税による寄附は、10 万円より受け付け
ています。寄附をいただいた場合には、町公式ホームペー
ジで企業名を公表させていただく他、感謝状贈呈式など、
寄附金額に応じたベネフィットをご用意しています。
※その他詳細は、町公式ホームページをご覧ください。

▶問い合わせ先　政策企画課　地域振興係　☎６８－２２１１（内線３３２）

文小学校・文間小学校の学校跡地利活用について文小学校・文間小学校の学校跡地利活用について
　町では、令和５年４月より
統合される文小学校、文間小
学校の学校跡地利活用の検
討のため学識者や地元区長、
PTA 役員、公募委員などで構
成される「学校跡地利活用検

討委員会」を立ち上げ、委員会一人一人からご意見をお聞
きし、そのご意見を尊重して検討を進めてまいりました。
　また合わせて、町民 2000 名を対象とした住民アンケー
ト、文小学校および文間小学校の PTA 会員世帯を対象とし
た小学生アンケート、３回にわたる住民説明会やパブリッ
クコメントを実施して、町民の皆さまのご意見を広く反映
した「利根町学校跡地利活用方針」と「利根町学校跡地利
活用計画書」を取りまとめました。
　今後は、「利根町学校跡地利活用方針」に基づき、校舎改
修に係る設計・工事を行い、両施設ともに令和７年度の供
用開始を予定しております。また、両校の体育館およびグ
ラウンドについては、令和５年度から準備ができ次第、暫
定活用として町民の皆さまに開放いたします。

○文小学校
１　町民のための健康増進施設
２　子育て世帯の支援・交流の施設
３　町内外から人が集まる施設
４　 町民団体の活動拠点及び地域住民が活用でき

る施設
５　災害時避難場所の確保
○文間小学校
１　 総合教育センターを中核とした教育・学習支

援施設
２　 町民団体の活動拠点及び地域住民が活用でき

る施設
３　災害時避難場所の確保

利根町学校跡地利活用方針

　「利根町学校跡地利活用計画書」は町公式ホームページ
にて掲載しています。
　また、「利根町学校跡地利活用計画書」は「利根町学校
跡地利活用方針」をより具体的にするため、現段階での
各教室の利活用イメージを示したものになります。した
がって、校舎改修に係る設計段階において、変更となる
場合がありますのでご留意ください。

▶問い合わせ先
　政策企画課　地域振興係
　☎６８－２２１１（内線３３２）

◀ 学校跡地
利活用計
画書はこ
ちら

「利根町みんなのまち基本条例」を制定しました「利根町みんなのまち基本条例」を制定しました

　町では、自治の本来の姿に立ち返り、町民主役のまちづくりを進めるため、平成 30 年より公募委員、学識者などで構
成する利根町自治基本条例検討委員会を立ち上げ、利根町における自治基本条例の検討を進めてきました。そして、令和
４年 10 月までの間に 28 回の検討委員会と３回の住民説明会、パブリックコメントを経て、利根町の自治基本条例となる

「利根町みんなのまち基本条例（案）」が取りまとめられました。条例案は令和４年第４回利根町議会定例会（12 月議会）
に上程し、可決され、令和５年４月１日より施行いたします。
　「利根町みんなのまち基本条例」は、まちづくりに携わる町民、議会および行政の役割を明らかにし、協働してまちづく
りを行うための基本的な考え方やルールを定めた条例であり、町民、議会および行政は、この条例を最大限尊重するもの
としています。このことから、この条例は、本町の最高規範としての性質を持つ条例であり、町民が町政に参加し、その
前提となる情報を共有し、町民、議会および行政が互いに尊重し、協働によるまちづくりを推進することを基本理念とし
ています。

Ｑ． なぜ、利根町みんなのまち基本条例を制定するのか？
A. 
　これからの地方公共団体には、町民、議会および行
政がそれぞれの役割を担いながら協働してまちづくり
に取り組むことが必要不可欠です。
　そのため、まちづくりに携わる町民、議会および行
政の役割を明らかにし、協働してまちづくりを行うた
めの基本的な考え方やルールを定めた条例として、「利
根町みんなのまち基本条例」を制定しました。

Ｑ．利根町みんなのまち基本条例制定による効果は？
A.
①町民参加によるまちづくりの推進につながります。
② 議会および行政が、町民に対する説明責任や町民に

分かりやすい情報提供を心掛けることにより、協働
によるまちづくりの推進に向けた意識改革が図られ
ます。

③ 町長や議会の構成が変わっても、町政運営の基本方
針が継続されます。

■問い合わせ先　政策企画課　地域振興係　☎６８－２２１１（内線３３２）

　町民、議会および行政の役割を明らかにし、協働してまち
づくりを行うための基本的な考え方やルールを定めました。
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利根町みんなのまち基本条例構成図

　利根町では、令和４年７月に内閣府
からの認定を受け、企業版ふるさと納
税の受け付けを開始しています。
　企業版ふるさと納税は、地方公共団
体が行う地方創生のプロジェクトに対
し、民間企業の皆さまから積極的な寄
附を行っていただけるよう、平成 28
年度の税制改正において創設されたも
のです。
　この制度を活用した寄附を行うと、

「損金算入による軽減効果（寄附金額の
約３割）」と合わせて、寄附金額の６割
がさらに法人関係税から税額控除され、
企業は最大で寄附金額の約９割が軽減
されます。
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